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「JSPO公認コーチングアシスタント資格」への一斉移行について（依頼） 

 

 

 本団の事業及び育成活動につきましては、日頃格別の御理解・御協力をいただき厚くお礼申

し上げます。 

 さて、令和２年度から、スポーツ少年団の指導者となるためには、「登録・更新制の JSPO

公認スポーツ指導者資格」を保有することが義務づけられました。このことは、４年間の猶予

期間を経て、令和６年度から完全実施となります。 

 そのため、令和５年度までに、旧「認定員(「05K･････」の認定番号)」資格で登録している

指導者は、令和６年度以降も継続して指導者として登録する場合、令和５年６月１日から 11

月 31 日までに、登録・更新制の「JSPO 公認コーチングアシスタント」資格への移行申請が必

要となります。 

 つきましては、次の資料を貴単位団の全対象者に送付の上、遺漏なく移行手続きが行われる

ようよろしくお願い申し上げます。 

 なお、御不明な点については、各市町村スポーツ少年団事務局にお問い合わせくださるよう

お願いします。 

 また、本通知の各文書については、秋田県スポーツ少年団ホームページにもアップしていま

すので御参照願います。 

 

１ 各単位団の全対象者に送付をお願いする文書 

① 〈重要〉「JSPO 公認コーチングアシスタント」資格への移行について(５Ｗ１Ｈ版) 

 ②〈旧「スポーツ少年団認定員」向け〉「JSPO 公認スポーツリーダー」から「JSPO公認コ 

ーチングアシスタント」への資格移行マニュアル 

 ③コーチングアシスタント移行Ｑ＆Ａ 

 

２ 留意事項 

 ・令和５年度までに、旧「認定員」資格で指導者登録している場合、移行手続きにより令和 

  ６年度以降も「理念を学んだ指導者」として登録することができます。(令和元年度のスポ 

  ーツ少年団登録において「認定員」でなかった方がこの移行手続きを行った場合は、「理 

念を学んでいない指導者」としての登録になりますのでご注意願います。) 

 ・令和６年度に指導者登録を行わない方や、既に「スタートコーチ」等の登録・更新制の JSPO 

  公認指導者資格(日本サッカー協会Ｃ級コーチライセンス以上、日本バスケットボール協会 

  公認Ｃ級コーチライセンス以上の資格を含む)を保有している方は、移行手続きの必要はあ 

  りません。(ただし、令和元年度に「認定員」登録者であった場合を除き、「理念を学んで 

  いない指導者」としての登録となります。) 
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